
 

 

 
無症候性血尿 

管理区分Ｅ 
① 検尿間隔は、初年度が３か月に１回

程度、その後は年１～２回程度 
② 血液検査（腎機能等）年１回程度 
③ 赤血球尿50個/HPF以上が２回以上連

続して陽性である、または血尿が持
続する場合は超音波を実施する 

① 血尿以外の症状や検査の異常 
② 赤血球円柱、顆粒円柱、肉眼的血尿、(糸球体性赤血球) 
③ 家族歴に腎不全、難聴、尿路結石 
④ 経過中に蛋白尿を合併 

 

なし 

無症候性蛋白尿
検尿 月１回程度 
血液検査 ６～１２か月に 

１回程度 

高β2ミクログロブリン尿の有無

「(２－（４）三次検診の内容」を参照※２ 

腎臓検診 早見表（暫定診断とフォローの仕方、紹介基準） 
 

血 尿 単 独 
 

 

４個/ＨＰＦ以下 
 

 

５個/ＨＰＦ以上 

 

①～④のいずれもなし 

 

 
①～④のいずれか１つでもある場合 

 

蛋 白 尿 単 独 

陰性 

 

＋以上 

 

 

 

なし 

あり 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

蛋 白 尿・血 尿 
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※２        〃      マニュアル P4参照 

 

2026/2 鹿児島県医師会腎臓・糖尿判定会 改訂 

体位性蛋白尿の有無 

「２－（６）体位性蛋白尿の鑑別法」を参照※１ 

体位性蛋白尿 
管理区分Ｅ  
検尿 年１回 

尿異常が持続する場合は、超音波検査を実施する２－(４)参照※２

 

※専門医への紹介基準 

Ａ．血液・尿検査による基準 
１.早朝尿の尿蛋白定性および尿蛋白/尿ｸﾚｱﾁﾆﾝ比がそれぞれ 

① １＋程度、0.15～0.4は  Ｅ  、 6～12か月程度で紹介 
② ２＋程度、0.5 ～0.9はＥ～Ｄ、3～ 6か月程度で紹介 
③ ３＋程度、1.0 ～1.9はＤ～Ａ、1～ 3か月程度で紹介 

ただし、下記の２～９があれば、早期に専門医に相談または
紹介する 
２.肉眼的血尿（遠心後血尿も含む） 
３.低蛋白血症（血清アルブミン3.0g/dl未満） 
４.低補体血症 
５.高血圧 
６.腎機能障害の存在 
７.家族性または遺伝性腎疾患の疑い
８.治療に抵抗する尿路感染症 
９.高β２ミクログロブリン尿が持続する場合 

Ｂ．超音波による基準
１.SFU分類２度以上 
２.どちらか一方の腎臓の長軸径が－２ＳＤ以下、左右差

１㎝以上 
３.腎実質輝度の上昇 
４.結石を疑わせる輝度の上昇と音響陰影
５.腎臓・尿管の異常 

（一側性腎欠損、嚢胞、腫瘍、上部尿管拡張など） 
６.中等度以上の尿充満時に膀胱壁肥厚や不整、膀胱後面の下

部尿管拡張、膀胱内腫瘤病変（尿管瘤など）が有る場合 

異常なし 早朝蛋白尿 

異常なし 沈渣赤血球 

「※専門医への紹介基準」を参照 

両方＋以上 

蛋白尿・血尿症候群 
症状、検査に異常所見が有れば、 
専門医療機関へ 
① 月１回程度の検尿と６～１２

か月に１回程度の 血液検査
（生化学、腎機能） 

② 腎炎の可能性（60％）あり 

早朝尿蛋白尿・血尿 

あり 


